
教育基本法 

 

 第三章 教育行政 

 

第十六条  （教育行政） 

教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定め

るところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共

団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われ

なければならない。 


